
免許番号 内共第五十号 

漁業権者 
富山県富山市丸の内１丁目６−１ 富山漁業協同組合 
飛騨市宮川町巣之内 25 番地の 1 宮川下流漁業協同組合 
飛騨市神岡町船津 2132 番地 23  高原川漁業協同組合 

 

漁業の名称 
あゆ漁業、やまめ漁業、いわな漁業 

関係地区 岐阜県飛騨市宮川町及び神岡町、富山県富山市 
 

行使制限統数  

 

漁場の位置及び区域 
 

漁業の位置及び区域 

基点第四十九号と基点第五十号とを結ぶ線から基点第三十七号と基点第三十八号とを結ぶ線までの宮川、

基点第四十一号と基点第四十ニ号とを結ぶ線から下流の高原川及び中山橋下流端から下流のソンボ谷川 

並びにそれらの支派川 
 

基点第三十七号 北緯36度42分85.5秒、東経137度20分67.3秒

基点第三十八号 北緯36度42分81.5秒、東経137度20分75.4秒 

基点第四十一号 岐阜県飛騨市神岡町中山上の山山林五九三番地の三の東南端 

基点第四十ニ号 岐阜県飛騨市神岡町中山と富山県富山市東猪谷とに架かる新猪谷橋の右岸下流端

基点第四十九号 岐阜県飛騨市神岡町中山と富山県富山市蟹寺とに架かる新国境橋の左岸下流端 

基点第五十号 富山県富山市東猪谷上山割二六番地の二十北陸電力株式会社牧送電線第二十二号鉄塔頂点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基点第四十九号 新国境橋 
 

基点第五十号 

富山県  
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基点第四十二号 
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基点第三十七号 
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基点第三十八号 

 


